
 
平成 28年６月 15日 

 
 

 ジェネリック医薬品の製造・販売などの事業を営んでいると偽って 

社債購入を勧誘する「東洋堂製薬株式会社」に関する注意喚起 
  

平成 28年３月以降、ジェネリック医薬品の製造・販売などの事業を営んでいると偽って、無担

保転換社債型新株予約権付社債（以下「社債」といいます。）の購入を勧誘する事業者に係る相談

が、各地の消費生活センター等に寄せられています。 

消費者庁が調査したところ、「東洋堂製薬株式会社」（以下「東洋堂製薬」といいます。）の勧誘

において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（不実のことを告げること）を確認した

ため、消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第 38条第１項の規定に基づき、消費者被害の発生

又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。 

 

名   称 東洋堂製薬株式会社 

所 在 地 東京都板橋区常盤台１－２－１ 常盤台ＩＧビル６Ｆ 

代 表 者 豊島 丈治 

設   立 平成２年 11月 

資 本 金 4000万円 

事 業 内 容 医療用医薬品の製造・販売・健康食品販売 

注１：東洋堂製薬が消費者に提供した勧誘資料に記載されている内容です。 

注２：東洋堂製薬は、上記所在地に存在しません。 

注３：同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。 

（概略図は３ページ）

 

①  東洋堂製薬は、消費者に対し、同社の会社概要及び事業内容とするジェネリック医薬品の   

概要を記載したパンフレットや社債の申込み用紙等一式（以下「勧誘資料」といいます。）

が入った封筒(以下「封筒」といいます。）を送付してきます。 

②  その後、消費者に、東洋堂製薬の社債の購入を希望すると称する者（以下「購入希望者」 

といいます。）から電話があり、「封筒が届いている人しかその社債を購入することができ

ない。」などと述べて、消費者に届いている封筒を購入希望者の元に送るよう依頼してきま

す。 

その依頼を消費者が断っても断らなくても、すぐに再び購入希望者から消費者に電話があ

り、消費者の名前で東洋堂製薬の社債購入の申込手続ができたためなどと述べて、「東洋堂

製薬から私（購入希望者）との関係を尋ねる電話があった際には、私（購入希望者）をあな

た（消費者）の遠い親戚であると答えてください。」と依頼してきます。 

③  消費者は、購入希望者の依頼を承諾してしまいます。 

２．勧誘事例の概要 

１．事業者の概要 
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④  そのすぐ後、消費者に東洋堂製薬から購入希望者との関係を確認する電話があります。 

⑤  消費者は、「購入希望者は、私（消費者）の遠い親戚です。」と答えます。 

⑥  その後、弁護士と名のる男性から消費者に電話があり、「名義を貸して社債を申し込んだ

ことは違反行為であなた（消費者）は逮捕されます。銀行口座も差し押さえられるので、す

ぐに銀行に行き、預けてあるお金を引き出してください。」などと指示されます。 

⑦  気が動転した消費者が預金を引き出した頃に再び弁護士と名のる男性から消費者に電話が

あり、「家にお金を置いていても持って行かれて危ないので、宅急便で送ってください。話

がついたら預かったお金をお返しします。」などと述べて、消費者に対して金銭の送付を要

求してきます。 

 

  

 

○ 当庁が調査した結果、東洋堂製薬には事業の実体がないことが強く疑われます。東洋堂製

薬から勧誘資料が届いた場合又は東洋堂製薬の社債の購入希望者から東洋堂製薬の勧誘資料

について電話で質問や依頼を受けた場合、決して応じず、すぐに電話を切ってください。 

○ 見知らぬ人や事業者からの「封筒が届いている人しか社債を購入することができな

い。」、「あなた（消費者）の名前で社債の申込みができた。」、「あなた（消費者）と私（購

入希望者）の関係を尋ねる電話があった際は、私（購入希望者）をあなた（消費者）の親戚

だと答えてほしい。」といった依頼は詐欺の手口です。見知らぬ人や事業者からこのような

依頼を受けても決して応じず、すぐに電話を切りましょう。 

○ このような依頼に応じてしまい、後から「あなた（消費者）が名義を貸して社債を申し込

んだことは違反行為であなた（消費者）は逮捕されます。」、「家にお金を置いていても持っ

て行かれて危ないので、宅配便で送ってください。」などと言われて金銭の送付や送金を求

められても、決して応じてはいけません。お金の送付や送金をする前に消費生活相談窓口

（消費生活センター等）や警察に相談しましょう。 

○ 金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的な御質問・御相談・御意見を金融

サービス利用者相談室で受け付けるとともに、同庁のウェブサイトで専用ページを設けて詐

欺的な投資勧誘等への注意を促していますので、参考にしてください。 

● 金融庁金融サービス利用者相談室 

受付時間 平日10時00分～17時00分  
電話番号 0570-016811（IP電話からは03-5251-6811） 

● 金融庁ウェブサイト：専用ページ「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください！」 
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html 

 

 

◆ 消費者ホットライン（最寄りの消費生活センター等を御案内します。） 

電話番号 188（いやや！） 

◆ 警察相談専用電話

          電話番号 ＃9110 

 

 

３．消費者の皆様へのアドバイス 

公表内容に関する問合せ先 

消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室  

TEL：03(3507)9187 FAX：03(3507)7557 
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消費者

私をあなたの親戚

だと答えてください。

購入希望者と
称する者

②勧誘資料が消費者に送付されているかの確認

及び購入希望者が社債を購入したいので、購入希
望者を消費者の親戚だと答えるよう依頼

③承諾

①
勧
誘
資
料
の
送
付

東洋堂製薬
弁護士と名のる者

名義貸しは違反行為です！
あなたは逮捕されます！

⑥名義貸しは違反行為である旨主張

⑦金銭の送付を要求

④
購
入
希
望
者
が

親
戚
で
あ
る
か

否
か
の
確
認

お金を宅急便で送ってください！

⑤
認
め
る
回
答
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１．事業者の概要 

名   称 東洋堂製薬株式会社 

所 在 地 東京都板橋区常盤台１－２－１ 常盤台ＩＧビル６Ｆ 

代 表 者 豊島 丈治 

設   立 平成２年 11月 

資 本 金 4000万円 

事 業 内 容 医療用医薬品の製造・販売・健康食品販売 

注１：東洋堂製薬が消費者に提供した勧誘資料に記載されている内容です。 

注２：東洋堂製薬は、上記所在地に存在しません。 

注３：同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。 

 

２．当庁が確認した事実 

○ 東洋堂製薬は、消費者に送付した勧誘資料に同社の事務所の所在地を掲載しています

が、当該所在地に同社の事務所は存在しませんでした。 

○ 東洋堂製薬が消費者に送付した勧誘資料に記載している所在地に係る商業登記簿を確認

したところ、当該所在地における東洋堂製薬の登記は存在しませんでした。 

○ 東洋堂製薬は、消費者に送付した勧誘資料の社債の申込用紙に振込先として同社名義の

口座を記載していますが、当該口座は実在しないものでした。 

○ 東洋堂製薬が使用していると思われる電話番号３件について調査したところ、判明した

契約者は、全て電話転送サービス事業者で、そのうち２件は解約済みであり、残り１件は

契約中でしたが、いずれの電話番号も東洋堂製薬と連絡を取ることはできませんでした。 

 

３．具体的な勧誘事例の概要（勧誘資料については参考資料を参照） 

（１）平成 28年３月下旬頃、東洋堂製薬から消費者宅に封筒が届いた。その封筒には、東洋堂

製薬の会社概要及び事業内容とするジェネリック医薬品の概要等が記載されたパンフレッ

ト、「社債に関する概要説明書兼お申し込み書」（社債に関する一般的な説明書及び東洋堂

製薬の社債の申込み用紙）及び東洋堂製薬の担当者の名刺が入っていた。 

（２）その翌日頃、東洋堂製薬の社債の購入を希望すると称する者（以下「Ａ」という。）か

ら消費者に電話があり、封筒が届いているか聞かれたので、消費者はＡに封筒が届いてい

る旨回答した。するとＡは消費者に、「東洋堂製薬の社債の申込みをしたいのですが、そ

の封筒が届いている人しかその会社の社債を購入することができないので、あなた（消費

者。以下同じ。）宛てに届いている封筒を私（Ａ。以下同じ。）の元に送り返してくれな

いでしょうか。」と依頼してきたが、消費者はその依頼を断った。 

しかし、その後すぐに再びＡから消費者に電話があり、「もう封筒を送り返して貰う必

要はなく、あなたの名前で東洋堂製薬の社債購入の申込手続ができたため、東洋堂製薬か

らあなたに申込手続をした私との関係を尋ねる電話があった際には、私をあなたの遠い親

戚であると答えてください。」と依頼されたので、消費者は、自分の遠い親戚であると答

えるだけで話が済むならと思い、Ａの依頼を承諾した。 

（３）Ａから電話のあったその日のうちに、東洋堂製薬の前記（１）の名刺の担当者名を名の 

る男性から消費者に電話があり、「申込みの手続をしたＡはあなたの遠い親戚だそうです
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ね。」と聞かれたので、消費者は「はい。Ａは私の遠い親戚ですよ。」と答えた。 

（４）その後、Ａから消費者に、「あなたのお陰で申込みがうまくいきました。」と電話が

あった。 

（５）その翌日、弁護士と名のる男性（以下「Ｂ」という。）から消費者に電話があり、「あ

なたがＡに名義を貸して社債を申し込んだことは違反行為であなたは逮捕され、あなたの

銀行口座も差し押さえられるので、すぐに銀行に行き、預けてあるお金を引き出して、家

でしっかり保管しておいてください。」と言われたので、消費者は大変なことになったと

思い、Ｂの指示どおり、銀行に行き預金を引き出した。その後再びＢから消費者に電話が

あり、「家にお金を置いていても持って行かれて危ないので、宅急便で送ってください。

話がついたら預かったお金をお返しします。」などと述べて、金銭を送付するよう要求し

てきた。 

（６）金銭の送付を要求され、不審に感じた消費者は、それ以上Ｂの話を聞かずに電話を切

り、すぐに自宅の電話を留守番電話に切り替えるなどして電話に出ないようにし、被害に

遭わずに済んだ。 

（７）また、消費者は今回の一連の出来事について最寄りの消費生活センターに相談をした。 

 

（以 上） 
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